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今年も残り 2ヶ月となり、年末調整の季節になりました。 

令和 4年の変更点と年々整備が進められている年末調整の電子化にお伝えしていきます。 

 

主な年末調整の申告書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書類名 提出が必要な人

 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書  年末調整の対象となるすべての人。

 給与所得者の保険料控除申告書  生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける人。

 給与所得者の基礎控除申告書（※）  年末調整の対象となるすべての人。

 給与所得者の配偶者控除等申告書（※）
 生計を一にする配偶者がおり、配偶者控除又は配偶者特別控除
 を受ける人。

 所得金額調整控除申告書（※）
 給与収入８５０万円超で、本人・同一生計配偶者・扶養親族の
 誰かが特別障害者か、扶養親族が２３歳未満の人。

 給与所得者の（特定増改築等）
 住宅借入金等特別控除申告書

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用２年目以降の人。



 

令和４年も年末調整の電子化対応が進む  

 

令和4年の年末調整から、社会保険料控除証明書と、小規模企業共済等掛金控除証明書の電子データによる

提出が可能となる改正がされています。 

また、生命保険会社や損害保険会社によっては、今年の年末調整から新たに保険料控除証明書の電子データ

による提出に対応している場合があります。 

 

年末調整の電子化にはソフトウェアの導入など準備が必要となりますが、以下のようなメリットがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整の電子化については、年々整備が進められています。マイナンバーカードを取得し、マイナンバー

ポータルと連携させて各種控除証明書を電子データで提出してもらうなど、従業員にも積極的に情報を発信し

ていきましょう。 

 

非居住者である扶養親族にかかる扶養控除に関する影響 

 

令和4年度税制改正により、30歳以上70歳未満の非居住者で、次の①～③に掲げる場合のいずれにも該当

しない人は、令和5年1月1日以降、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務署から書類が届いたら早めに従業員に配布し、記入方法や添付書類をお伝えください。 

当事務所でもスムーズに年末調整ができるようサポートしてまいります。ご不明な点等ございましたら担当

者にご相談ください。 
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